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救急救命士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の施行等について 

 

 

救急救命士学校養成指定規則の一部を改正する省令（平成１６年３月２３日

文部科学省・厚生労働省令第１号）（以下「改正省令」という。）が本日公布さ

れ、平成１６年４月１日から施行されることとなりました。 

なお、「救急救命士の気管内チューブによる気道確保について」（平成１６年

３月２３日付け医政発第０３２３００１号厚生労働省医政局長通知）が別紙１

のとおり、各都道府県知事あて発出されるとともに、「救急救命士法施行規則第

２１条第３号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する器具」（平成４年厚生省告

示第１８号）の一部改正に伴い、救急救命士法第２条第１項に規定する救急救

命処置の範囲について定めた「救急救命処置の範囲等について」（平成４年３月

１３日付け指発第１７号厚生省健康政策局指導課長通知）についても別紙２の

とおり改正され、各都道府県衛生主管部（局）長あて通知されているので、下

記事項に留意され、その運用に遺漏のないようお願いします。 

 

 

記 

 

１ 教育内容の変更について 

改正省令による改正後の救急救命士学校養成所指定規則別表第３に定める

教育内容への変更に当たっては、同規則第３条第１項に基づく主務大臣の承認

が必要であり、平成１６年７月１日までに主務大臣に申請し、その承認を受け

なければならないこと。 

 

２ 救急隊員の行う応急処置等の基準について 

本改正に伴う救急救命処置の範囲等については「救急隊員の行う応急処置等

の基準について」（昭和５３年７月１日消防庁告示第２号）第６条第３項に規

定する救急救命士法の定めるところにより行う応急処置に該当するものであ

ること。 




















